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件  名 

 

国道８号 通行規制について（第４報[終報]） 

～通行止め解除のお知らせ～ 

  

概  要 

 

国道８号に並行する県道飯浦大音線の土砂崩落に伴い、国道

８号にて通行止めを実施しておりましたが、応急対策が完了し

ましたので、７月７日(土)１８時３０分をもって規制を解除し

ました。 

 

■国道８号通行規制 

○規制内容 ： 通行止め 

○規制箇所 ： 国道８号 

          滋賀県長浜市西浅井町塩津浜地先 から 

          滋賀県長浜市木之本町大音地先 まで 

          （延長約５．０ｋｍ） 

○規制開始 ： ７月６日（金）１９時１５分 

○規制解除 ： ７月７日（土）１８時３０分 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

  

配 布 場 所 滋賀県政記者クラブ 

  

問 合 せ 先 

国土交通省 近畿地方整備局  

 滋賀国道事務所   副所長     石鍋 一文 

管理第二課長  片山 則哲 

TEL ０７７－５２３－１７４１（夜間も同様） 

 



土砂崩落による国道８号通行止め位置図

塩津交差点

大音交差点


